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●予算編成の基礎となった数字

被保険者数 9,950人
 （男性 7,620人、女性 2,330人）

平均標準報酬月額 405,094円
 （男性 442,300円、女性 279,368円）

総標準賞与額（年間合計） 10,600,804千千円

平均年齢　45.33歳 （男性 47.09歳、女性 39.83歳）

被扶養者数　8,260人

前期高齢者加入率　7.80％

一般保険料率 98.00／1,000
（事業主　50.00／1,000、　被保険者　48.00／1,000）
基本保険料率 60.00／1,000
（事業主　30.61／1,000、　被保険者　29.39／1,000）
特定保険料率 38.00／1,000
（事業主　19.39／1,000、　被保険者　18.61／1,000）

介護保険の対象となる被保険者数　7,880人
介護保険料率 17.60／1,000

（事業主　8.80／1,000、　被保険者　8.80／1,000）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
は

1
年
を
経
過
し
ま
し
た
が
、
今
も
な
お
極
め
て
深
刻
な
状
態

が
続
い
て
い
ま
す
。
経
済
情
勢
を
大
き
く
悪
化
さ
せ
た
だ
け

で
な
く
、
国
民
生
活
に
も
多
大
な
困
難
が
生
じ
、
新
し
い
生

活
様
式
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。
健
保
組
合
へ
の
財
政

影
響
も
深
刻
化
し
、
特
に
、
宿
泊
業
や
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
等

の
業
種
の
健
保
組
合
を
は
じ
め
、
中
小
事
業
所
の
加
入
が
多

い
総
合
型
の
健
保
組
合
は
、
保
険
料
収
入
の
大
幅
な
減
少
に

見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
3
年
度
に
お
い
て
も
、
健
保
組

合
の
保
険
料
収
入
の
減
少
は
避
け
ら
れ
ず
、
長
期
化
す
る
こ

と
も
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
高
齢
者
医
療
費
は

増
大
を
続
け
て
お
り
、
健
保
組
合
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
保

険
財
政
は
、健
保
組
合
・
健
保
連
が
訴
え
て
き
た「
2
0
2
2

年
危
機
」が
、1
年
前
倒
し
さ
れ
か
ね
な
い
厳
し
い
状
況
に

陥
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

令
和
3
年
度
当
健
保
組
合
の
事
業
計
画
は
、
健
保
組
合
の

自
主
自
立
の
財
源
構
成
の
も
と
で
、
保
険
者
の
基
本
的
業
務

だ
け
で
な
く
、
保
健
事
業
に
関
し
て
は
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

の
第
2
期
後
半
に
入
り
再
検
討
事
業
の
実
施
、
事
業
主
と
の

コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
、
特
定
健
診
・
保
健
指
導
は
引
き
続
き
被
扶

養
者
の
実
施
率
向
上
等
に
取
り
組
む
ほ
か
、
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
関
連
施
策
や
被
保
険
者
番
号
の
個
人
単
位
化
と
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
へ
も
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
事
業
主
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
な
が

ら
、
健
保
組
合
の
本
旨
を
十
分
に
理
解
し
、
被
保
険
者
と
家

族
の
皆
様
の
健
康
維
持
・
増
進
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
効

果
的
か
つ
効
率
的
な
事
業
展
開
を
行
い
ま
す
。

※基本保険料率には、1.30／1,000の調整保険料率が含まれています。

※改定となりました。

事 　 務 　 費

保 険 給 付 費
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前 期 高 齢 者 納 付 金
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財 政 調 整 事 業 拠 出 金

連 合 会 費
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2,010

2,585
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そ の 他
(退職者給付拠出金等)

支　出（千円） 被保険者１人
当たり支出額 (円 )

保 　 険 　 料
国 庫 負 担 金
調 整 保 険 料
繰 入 金
国 庫 補 助 金 収 入
財 政 調 整 事 業 交 付 金
施 設 利 用 料
雑 収 入・そ の 他

合　　　計

5,695,607
2,075
76,832
45,000
935

60,000
27,290
12,261

5,920,000

572,423
209
7,722
4,523
94

6,030
2,743
1,231

594,975

収　入（千円）

収　入（千円）

被保険者１人
当たり収入額 (円 )

158,050 千円

健康保険分

介護保険分

保 　 険 　 料
雑 　 収 　 入

合　　計

649,808
2

649,810

支　出（千円）

介 護 納 付 金
還 　 付 　 金
積 　 立 　 金
雑 　 支 　 出
予 　 備 　 費

合　　計

641,561
300
1,947

2
6,000

649,810

令和3年度  収入支出予算概要
令
和
3
年
度

予
算
の
お
知
ら
せ

　当
健
保
組
合
の
令
和
3
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
が
、

去
る
2
月
22
日
の
組
合
会
（
書
面
審
議
）
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

介護保険制度とは… 40歳以上のすべての
人が加入します

40歳以上のすべての
人が加入します

　介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるために創設さ
れた制度です。日本国内に住む40歳以上のすべての人が、介護保険
制度に加入し保険料を負担しています。
　介護保険制度への加入が「40歳から」というのは、加入者本人が老
化に伴う病気により介護が必要になるリスクが高まることと、高齢に
なった親の介護が必要となってくる世代であるという考えからです。
40歳代の人でも、介護は遠い将来のことではなく、いま直面するか
もしれない問題なのです。
　介護保険制度を運営するのは市（区）町村ですが、健康保険組合
は、40歳から64歳までの被保険者等から介護保険料を健康保険料
と一括して徴収しています。
　〝介護を社会全体で支える介護保険制度〞に対するご理解とご協
力をよろしくお願いします。
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れた制度です。日本国内に住む40歳以上のすべての人が、介護保険
制度に加入し保険料を負担しています。
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　〝介護を社会全体で支える介護保険制度〞に対するご理解とご協
力をよろしくお願いします。
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押印の廃止について
　令和２年７月に閣議決定された「規制改革実
施計画」に基づきまして、政府から各種届書・申
請書等への押印の廃止を求められています。
　当健保組合としましても、ほぼすべての届
書・申請書等への押印を廃止することとし
ました。

〇被扶養者（異動）届など保険資格にかかわるもの

〇高額療養費支給申請書や限度額適用認定証交付申請
書など保険給付にかかわるもの

〇インフルエンザ予防接種費用補助金請求書など保健
事業にかかわるもの

押印省略となる主な届書・申請書等

以下の点にご注意ください！
〇これまで通り押印していただいても結構です。
〇銀行届出印や第三者機関へ提出する書類など一部押印を省略できない書類もあります。
〇現在ご使用いただいている届書・申請書等やホームページに掲載しています書式につきまして
は、随時変更してまいります。また、現在お持ちの様式もそのまま使用することができます。

〈任意継続被保険者の標準報酬月額〉

　任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保
険法の定めにより、以下の①、②いずれか低いほ
うとなります。
① 資格喪失（退職）時の標準報酬月額
② 当健保組合の令和2年9月30日における全被

保険者の標準報酬月額を平均した額
※②の額は下記のとおりです。

　昨年末から実施いたしてお
りました被扶養者資格確認に
おきまして、書類の提出等ご協
力をいただきありがとうござい
ました。
　今回の確認におきましても、
１年近くの期間を遡る就職によ
る被扶養者からの削除漏れ等
が、多数見受けられました。
　被扶養者の人数は、高齢者の医療に対する納
付金の計算に影響し、ひいては組合財政にも大き
く影響することとなります。
　引き続き皆様の被扶養者に関する適正な届出
のご協力をよろしくお願いいたします。

・標準報酬月額：410,000円
・1ヵ月の保険料：

一般保険料　40,180円
介護保険料   7,216円

※介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者
（介護保険2号被保険者）にご負担いただきます。

記

当組合の令和3年4月からの
被扶養者資格確認にご協力いただき

ありがとうございました。
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財政がひっ迫してます・・・

『健康保険料』の使い方『健康保険料』の使い方
　皆さまからお預かりしている大切な保険料は、自分たちの「医療費」や健診などの「保健事業費」
以外に高齢者の医療を支える「納付金」としても支出しています。

健康保険料収入に 対 す る 主 な支出割合
健康保険料収入

■医療費の支出割合は 50.9％
業務外の病気やけが、出産などの必要
な医療や手当金に要する費用です。

■納付金の支出割合は 38.8％
高齢者医療制度を支えるために要する費
用です。

高齢者医療制度は年齢によって2つに区分
されています。
・前期高齢者医療【65～74歳】
・後期高齢者医療【75歳以上】

納付金に必要な額
・前期高齢者医療へ　8億7,923万4千円
・後期高齢者医療へ 13億3,363万6千円

■保健事業費の支出割合は  5.4％
病気の予防や健康づくりのための様々
な保健事業を実施するために要する費
用です。

■その他  4.9％

22億1,287万円

　このままでは、現役世代の負担はさらに増え、国民皆保険を支えることができなくなってしまいます。 　
　健康保険組合では、国民皆保険の持続と公平性を高めることが重要であると考え、健康保険組合連合会等を
通じて高齢者医療制度をはじめとした見直しを求め関係方面への働きかけを継続して行っています。

2つの高齢者の医療制度へ多額の金額を支出している健保組合の財政が大変厳しくなっています！

●前期高齢者の皆さまが早期の受診により重症化を防ぐことで、前期高齢者納付金の負担を抑制する
ことができます。

●また、皆さまの家計の負担も軽減することができます。
●健康を維持するために心掛けましょう
①年に一度は健診で健康チェック

健診は、初期には自覚症状がほとんどない糖尿病や高血圧な
どの生活習慣病やがんを早い段階で発見し、早期受診により
重症化の予防につながります。

②生活習慣の見直し
適度な運動、バランスの取れた食事を日頃から心掛けるな
ど、生活習慣を見直すことが、病気の予防につながります。
また、禁煙や十分な睡眠も重要です。

●医療費を抑えるために
①ジェネリック医薬品を活用しよう

新薬と同等の効果で半額以下と安価なジェネリック医薬品の
活用で医療費を抑えられます。

②「はしご受診」を控えよう
同じ病気で複数の医療機関を渡り歩くと、同じ検査を何度も
受けるなどで医療費が余計にかかります。また、体にも負担と
なってしまいます。

③かかりつけ医を持とう
健康状態を把握してくれているかかりつけ医なら、適切なア
ドバイスが受けられるほか、必要に応じて紹介状を書いてく
れるので、紹介状なしで大病院を受診する際に加算される特
別料金がかかりません。

④夜間・休日の安易な受診を控えよう
診療時間外の夜間や休日の受診は、時間外料金が発生し
ます。
救急医療の妨げにもなりますので控えましょう。
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健診機関の感染症防止対策

再確認しよう

受診者の皆さんも感染対策を忘れずに

あれ？　こ
の数値、

去年と比べ
て

悪化してる
ぞ…

検温など体調を確認しましょう健 診 前 に

は手洗いをしましょう健 診 前 後

マスクを着用しましょう健 診 中 は

受診者間の
距離を確保

健診の所要時間の
短縮

受診者と職員の
適切な距離 室内の換気

受診者の予約時間
等の調整 手指の消毒の励行

共用設備や健診機器
の消毒

自覚症状のない体の異常を早めに発見
健診結果が生活習慣の見直しのヒントになる
重篤な疾患の兆候の早期発見・早期治療
リスクの早期発見で病気を予防し医療費を減らせる

1

2

3

4

のメリット健 診

！

！
健診の
ご案内

66



監修 / 上
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出
で

 良
りょう

一
いち

ひふのクリニック人形町院
長／東京慈恵会医科大学
客員教授
専門はアトピー性皮膚炎・
乾癬・光線過敏症

マ
ス
ク
に
よ
る
肌
荒
れ
っ
て
あ
る
の
？

マ
ス
ク
と
の
正
し
い
付
き
合
い
方

肌荒れ・ニキビ・湿疹など

マスクによる摩擦

悪化

肌トラブルの予防・対処法

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ま
ん
延
に
よ

り
、
生
活
習
慣
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
中

で
も
「
外
出
時
は
常
に
マ
ス
ク
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
い
う
人
は
非
常
に
多
い

が
、
こ
れ
に
よ
る
肌
ト
ラ
ブ
ル
の
リ
ス
ク

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
ふ
の
ク
リ
ニ
ッ

ク
人
形
町
の
上
出
良
一
院
長
に
伺
っ
た
。

　「
世
間
で
は
“
マ
ス
ク
肌
荒
れ
”
な
ど

と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
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た
中
で
『
マ
ス
ク
が
主
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因
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膚
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ラ
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ル
』
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皆
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す
。
ま
た
、
花

粉
症
の
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ど
、
今
ま
で
も
マ
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を
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用
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て
い
た
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
よ
う
な
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え
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い
た
こ
と

は
な
い
で
す
ね
」
と
上
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院
長
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す
。
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じ
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す
。
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ナ
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不
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活
習
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え
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肌
の
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子
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く
な
り

や
す
く
な
っ
て
い
ま
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一
概
に
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け
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者
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ず
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的
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対
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こ
と
が
大
切
で
す
」（
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出
先
生
）。

　
マ
ス
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れ
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出
物
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悩
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う
に
な
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度
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ス
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ス
や
生
活
習
慣
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変

化
に
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意
し
よ
う
。

　「
た
だ
し
、
す
で
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皮
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ラ
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ル
に
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。
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イ
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イ
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回
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ど
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じ
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性
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ま
す
」
と
上
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生
。

　
感
染
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分
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イ
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ク
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に
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し
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を
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要
。
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に
し
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よ
う
、
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ま
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。
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ラ
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で
悪
化
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の
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イ
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　　　　が
ズバリ
　　える！答

ドクター

□ 栄養バランスの取れた
　 食事を心掛ける
□ 睡眠習慣を整える
□ 寝具やマスクなど、
　 肌に触れるものを清潔に保つ
□ 朝晩の洗顔を丁寧に行う
□ クリームやオイルで
　 過剰に保湿し過ぎない
□ サイズの合ったマスクを着用する
□ 肌に違和感があったら、自己判断
　 せずに医師の診察・治療を受ける

ストレス

疾病
（アトピー
性皮膚炎
など）

食生活
の乱れ

過剰な
皮脂分泌

睡眠不足

カミソリ
負け

運動不足

不衛生な
寝具等
の接触

過剰な
保湿

肌トラブルが
起こる原因

春になっても冬と同じような
保湿をしていると、油分が過
剰になって皮膚炎を起こす可
能性があります。自分の肌の
状態を見極め、季節に合っ
た保湿剤を使いましょう。

アドバイス
ワンポイント
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令和3年度　保健事業のご案内

健康寿命の延伸と医療費の適正化を進めるため、
「データヘルス事業計画」に基づく効果的な保健事業を実施いたします。
（健康診断につきましては裏表紙面に記載しております。）

①肥満予防対策 …………………………………春季・秋季にウォーキングキャンペーンを実施
②かぜ･インフルエンザ予防対策 ………………風邪ひきゼロ運動を展開、またインフルエンザ予防接

種を受けた被保険者・被扶養者一人につき1,500円
までの実費を補助

③水泳プール利用券の交付 …………………… 2施設を対象（予定）
④スポーツクラブ「ルネサンス」…………………法人会員価格で利用
⑤ファミリー健康相談事業 ……………………… 24時間年中無休で医師やカウン

セラーが応急処置や家庭介護他
健康全般に関する電話相談を実施

⑥その他 …………………………………………家庭常備薬斡旋（春季・秋季・冬季
の3回家庭常備薬等を斡旋）

⑦データヘルス計画
　●重症化予防対策事業 ………………………年々検査数値が悪化傾向の方・改善されない方、要精

密検査・要治療の判定があるにも関わらず未通院の方
に文書等の通知を実施

　●禁煙チャレンジ………………………………喫煙者の減少を図り健康増進に寄与することを目的と
した「禁煙チャレンジ」を実施

　●その他 ………………………………………事業所と協働して健康管理の増進につながる事業を
実施

①契約保養所 ……………………………………保養を目的とした国内旅行に対し、
1人1泊につき1,000円

 年度間3泊を限度に補助金を支給
②個別契約保養所等 ……………………………かんぽの宿、健保連共同利用保養所、

船員保険保養施設

集会施設 …………………………………………事業所・組合員の集会、研修会、講習会等会場に貸出

①機関紙の発行等 ………………………………機関紙「けんぽだより」を年3回
全被保険者に作成配布

②諸事業指導宣伝 ………………………………ホームページの管理監修等
③疾病予防パンフレットの配布 …………………保健衛生に関するパンフレットの配布
④医療費のお知らせ …………………………… 1年間に使った保険診療の額を被保険者に通知
⑤ジェネリック医薬品推進事業 …………………新薬から後発医薬品に切り替えることによる医療費の

差額を通知
⑥保険推進委員会・担当者説明会の開催………研修会や事務講習会を年3～4回開催
⑦データヘルスの推進 …………………………データヘルス計画を推進するために各種データを分析

するプログラムの作成や機器の整備を実施

保健師
だより

疾病予防

契約保養所

健保会館

保健指導宣伝

皆さん、新年度の生活には慣れましたか。就職、異動、転勤
などで環境が変わった方、自分を取り巻く環境は変わらなく
ても、年度末の繁忙期が終わった、子どもが巣立った、とい
う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
環境が変わった方は、4月は緊張しながら過ごし、大型連休
はぐったりしていた、という方もよく見かけます。連休の明
けた5月は、何だかだるかったり、気持ちが落ち込んだりす
る「五月病」になりやすい時期で、最近は「五月病」のことを

「春バテ」と表現することもあるようです。環境の変化から
気持ちがバテてしまった、と考えると分かりやすいですね。
環境が変わらなくても、年度末の繁忙期が終わった途端、
緊張の糸が切れて体調を崩したり、子どもの世話がなくな
り喪失感を感じたり…と、春はストレスを抱えやすい時期と
言えます。
特に昨今はコロナ禍も重なり、大型連休に思いっきり羽を
伸ばすことができなかった、連休も関係なく仕事だった、と
いう方は要注意です。
少しでも「体調が優れない」「気持ちが晴れない」と感じた場
合は、下記の方法で早めに対策をとる事をおすすめします。

①いつもより早めに寝るようにしましょう。
睡眠は、疲労を回復させるのはもちろんですが、記憶を
整理する（嫌なことを忘れる）働きもあります。さらに、寝
る前にアロマなどの好きな香りをかぐこともリラックス効
果を高めます。寝つきが
悪い場合は、部屋を暗く
して目をつぶるだけでも
疲れはとれていきますの
で、眠れないことに焦ら
ないようにしましょう。

②バランスの良い食生活を心がけ、
　飲酒量が増えないよう気を付けましょう。

健康を維持・増進させるには切っても切り離せない食生
活、まずは「ごはん・メインのおかず（肉・魚など）・野菜」が
とれているか振り返りましょう。
気持ちを落ち着かせる作用がある食べ物は、「大豆製品・
豚ヒレ肉・鶏むね肉」（幸せホルモンの材料となる）、「ブ
ロッコリー・枝豆」（気持ちのムラを防ぐ葉酸が多い）で
す。日々の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。
つらい時にお酒に頼るのは、肝臓を傷める原因になりま
す。1日にビールなら中ジョッキ1杯、日本酒なら1合程度
までにして、休肝日も設けるようにしましょう。

③ウォーキングや自転車など軽い運動を
　行いましょう。

梅雨や酷暑を迎える前に、日中に外で身体を動かしてお
くのがおすすめです。
休日も朝起きてすぐ日光に当たることで体内時計が整い
やすくなります。「今、軽い運動は気が向かない…。」とい
う方は、まず、部屋のカーテンを開けることから始めま
しょう。少し動けそうなら、ストレッチなどの体操で体を
ほぐすのも良いですね。

「五月病には無縁だよ。」という元気いっぱいの方もい
らっしゃるかもしれません。そんな方は、周りにいつもと
様子が違う人（口数が少ない、表情が暗い、ぼんやりして
いるなど）がいないか見回してみてください。気になる人
がいた場合は、突然「元気を出して！」と励ますのでなく、

「最近調子はどう？」「何かあった？」など、話しやすい雰囲
気を作り、ほど良い距離感で「困ったことがあったらいつ
でも聞くよ」と見守ることが重要です。

「五月病」
～何だかだるい、気持ちが落ち込む…五月病かな？と思ったら～

1010



令和3年度　保健事業のご案内

健康寿命の延伸と医療費の適正化を進めるため、
「データヘルス事業計画」に基づく効果的な保健事業を実施いたします。
（健康診断につきましては裏表紙面に記載しております。）

①肥満予防対策 …………………………………春季・秋季にウォーキングキャンペーンを実施
②かぜ･インフルエンザ予防対策 ………………風邪ひきゼロ運動を展開、またインフルエンザ予防接

種を受けた被保険者・被扶養者一人につき1,500円
までの実費を補助

③水泳プール利用券の交付 …………………… 2施設を対象（予定）
④スポーツクラブ「ルネサンス」…………………法人会員価格で利用
⑤ファミリー健康相談事業 ……………………… 24時間年中無休で医師やカウン

セラーが応急処置や家庭介護他
健康全般に関する電話相談を実施

⑥その他 …………………………………………家庭常備薬斡旋（春季・秋季・冬季
の3回家庭常備薬等を斡旋）

⑦データヘルス計画
　●重症化予防対策事業 ………………………年々検査数値が悪化傾向の方・改善されない方、要精

密検査・要治療の判定があるにも関わらず未通院の方
に文書等の通知を実施

　●禁煙チャレンジ………………………………喫煙者の減少を図り健康増進に寄与することを目的と
した「禁煙チャレンジ」を実施

　●その他 ………………………………………事業所と協働して健康管理の増進につながる事業を
実施

①契約保養所 ……………………………………保養を目的とした国内旅行に対し、
1人1泊につき1,000円

 年度間3泊を限度に補助金を支給
②個別契約保養所等 ……………………………かんぽの宿、健保連共同利用保養所、

船員保険保養施設

集会施設 …………………………………………事業所・組合員の集会、研修会、講習会等会場に貸出

①機関紙の発行等 ………………………………機関紙「けんぽだより」を年3回
全被保険者に作成配布

②諸事業指導宣伝 ………………………………ホームページの管理監修等
③疾病予防パンフレットの配布 …………………保健衛生に関するパンフレットの配布
④医療費のお知らせ …………………………… 1年間に使った保険診療の額を被保険者に通知
⑤ジェネリック医薬品推進事業 …………………新薬から後発医薬品に切り替えることによる医療費の

差額を通知
⑥保険推進委員会・担当者説明会の開催………研修会や事務講習会を年3～4回開催
⑦データヘルスの推進 …………………………データヘルス計画を推進するために各種データを分析

するプログラムの作成や機器の整備を実施

保健師
だより

疾病予防

契約保養所

健保会館

保健指導宣伝

皆さん、新年度の生活には慣れましたか。就職、異動、転勤
などで環境が変わった方、自分を取り巻く環境は変わらなく
ても、年度末の繁忙期が終わった、子どもが巣立った、とい
う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
環境が変わった方は、4月は緊張しながら過ごし、大型連休
はぐったりしていた、という方もよく見かけます。連休の明
けた5月は、何だかだるかったり、気持ちが落ち込んだりす
る「五月病」になりやすい時期で、最近は「五月病」のことを

「春バテ」と表現することもあるようです。環境の変化から
気持ちがバテてしまった、と考えると分かりやすいですね。
環境が変わらなくても、年度末の繁忙期が終わった途端、
緊張の糸が切れて体調を崩したり、子どもの世話がなくな
り喪失感を感じたり…と、春はストレスを抱えやすい時期と
言えます。
特に昨今はコロナ禍も重なり、大型連休に思いっきり羽を
伸ばすことができなかった、連休も関係なく仕事だった、と
いう方は要注意です。
少しでも「体調が優れない」「気持ちが晴れない」と感じた場
合は、下記の方法で早めに対策をとる事をおすすめします。

①いつもより早めに寝るようにしましょう。
睡眠は、疲労を回復させるのはもちろんですが、記憶を
整理する（嫌なことを忘れる）働きもあります。さらに、寝
る前にアロマなどの好きな香りをかぐこともリラックス効
果を高めます。寝つきが
悪い場合は、部屋を暗く
して目をつぶるだけでも
疲れはとれていきますの
で、眠れないことに焦ら
ないようにしましょう。

②バランスの良い食生活を心がけ、
　飲酒量が増えないよう気を付けましょう。

健康を維持・増進させるには切っても切り離せない食生
活、まずは「ごはん・メインのおかず（肉・魚など）・野菜」が
とれているか振り返りましょう。
気持ちを落ち着かせる作用がある食べ物は、「大豆製品・
豚ヒレ肉・鶏むね肉」（幸せホルモンの材料となる）、「ブ
ロッコリー・枝豆」（気持ちのムラを防ぐ葉酸が多い）で
す。日々の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。
つらい時にお酒に頼るのは、肝臓を傷める原因になりま
す。1日にビールなら中ジョッキ1杯、日本酒なら1合程度
までにして、休肝日も設けるようにしましょう。

③ウォーキングや自転車など軽い運動を
　行いましょう。

梅雨や酷暑を迎える前に、日中に外で身体を動かしてお
くのがおすすめです。
休日も朝起きてすぐ日光に当たることで体内時計が整い
やすくなります。「今、軽い運動は気が向かない…。」とい
う方は、まず、部屋のカーテンを開けることから始めま
しょう。少し動けそうなら、ストレッチなどの体操で体を
ほぐすのも良いですね。

「五月病には無縁だよ。」という元気いっぱいの方もい
らっしゃるかもしれません。そんな方は、周りにいつもと
様子が違う人（口数が少ない、表情が暗い、ぼんやりして
いるなど）がいないか見回してみてください。気になる人
がいた場合は、突然「元気を出して！」と励ますのでなく、

「最近調子はどう？」「何かあった？」など、話しやすい雰囲
気を作り、ほど良い距離感で「困ったことがあったらいつ
でも聞くよ」と見守ることが重要です。

「五月病」
～何だかだるい、気持ちが落ち込む…五月病かな？と思ったら～
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健康診断のご案内令和3年度
　当組合健康管理センター及び健診委託契約機関等で実施いたしますが、お近くに委託契
約機関がない場合は、健診費用の一部を補助いたします。

① 一 般 健 診

② 入 社 時 健 診
③ 事 業 主 健 診
④ 生 活 習 慣 病 健 診

⑤ 巡回型生活習慣病健診
⑥ 人 間 ド ッ ク 健 診

⑦ 婦 人 科 検 診
　（乳がん・子 宮 が ん ）

⑧ 消 化 器 検 診
⑨ 特 定 健 康 診 査

⑩ 特 定 保 健 指 導

被保険者全員に法定健診と同程度の内容で実施
※労働安全衛生法に基づく一般健診は基本年齢を問わず全項目を実施
　（ただし医師が認めた場合においてのみ項目の省略は可能）
労働者を雇い入れた時に実施
事業主を対象に実施
35歳以上の被保険者・被扶養者に実施
（40歳以上の希望者に眼底検査・便潜血検査を追加）
35歳以上の被扶養者・任継被保険者に実施
35歳以上の被保険者・被扶養者に実施
（健診機関が実施する「半日人間ドック」以上の内容）
女性被保険者並びに35歳以上女性被扶養者を対象に年一回、各1,500円までの実費を
補助
被保険者（年齢不問）に実施
40歳以上の被扶養者・任継被保険者を対象に実施･･････自己負担無し
近総協出張健診・集合契約A・B（受診券）・補助金制度の各案内
データヘルス計画重点課題として受診率改善のために諸施策を講ずる
上記各健診の40歳以上受診者を対象に、健診結果に応じてメタボリックシンドローム
のリスク別に、3つのグループ（情報提供・動機付け支援・積極的支援）に分けて実施
･･････自己負担無し
当健保組合の保健師・管理栄養士による事業所等へ直接訪問（大阪府内のみ）や
Zoomを利用したリモート面談による支援も可能

３５歳以上の被扶養者・任継被保険者の方へ

近くに組合契約の健診機関がなくて受診しづらかった方に朗報です！
全国の公共施設やホテル等の健診会場で

生活習慣病健診が受診できるようになりました！

パンフレット等は、4月上旬に健診対象者の自宅宛にお送りしています。
お手元にない場合は、当組合事業部までお電話ください。

人気の会場はすぐに定員オーバーになります。
スマホやパソコンで簡単ＷＥＢ申込みができます。
（専用申込書を実施機関へ郵送も可能）

お申込みはお早めに！
新型コロナウイルス感染症対策実施中！

お住まいのお近くで健康診断がご受診できます！（詳細は次ページより）

スマホでカンタン申込！約６割が
Web 申込！

生活習慣病健診受診ガイド

2021年度
特定健診対応

受
診
会
場
の
選
択

申 

込
健
診
の
受
付

受 

診
結
果
の
受
取
り

大阪府建築健康保険組合

《実施機関》  

健康診断に必要な書類をご自宅に送付いたします

「健康診断会場一覧P5」から、会場をお選びください

健診の結果がご自宅に届きます

主 

催

※健康診断により知り得た情報は、あなたの健康管理に役立てることを目的に利用し、第三者に漏洩することのないよう厳重に保管いたします。

任意継続の方も対象となります

〈巡回型〉

締切

受診期間

2022年２月28日（金）

近畿地区以外：

2022年３月15日（火）

2021年５月１日（土）～

2021年

近畿地区：

11月30日（火）

近畿地区以外：

12月31日（金）

近畿地区：

［巡回型］生活習慣病健診のご案内［巡回型］生活習慣病健診のご案内


